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information

税税
のの
お
知
ら
せ

お
知
ら
せ

1
月
の
納
税
等

村
県
民
税
／
第
4
期

国
民
健
康
保
険
税
／
第
７
期

後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料
／
第
７
期

介
護
保
険
料
／
第
5
期

農
業
集
落
排
水
処
理
施
設
使
用
料
／
第
5
期

保
　
育
　
料
／
1
月
分

納
　
期
　
限
／
1
月
31
日（
水
）

令
和
６
年
度（
令
和
５
年
分
）

給
与
支
払
報
告
書
を
提
出
し

て
く
だ
さ
い

※
提
出
は
ぜ
ひ
ｅ
Ｌ
Ｔ
Ａ
Ｘ
で
お
願
い
し
ま
す

※
必
ず
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
を
記
載
し
て
く
だ
さ
い

令
和
５
年
中
に
給
与
を
支
払
わ
れ
た

方
は
、
給
与
支
払
報
告
書
を
提
出
す
る

必
要
が
あ
り
ま
す
。

給
与
支
払
報
告
書
の
個
人
別
明
細
書

は
、
個
人
住
民
税
の
課
税
の
根
拠
と
な

る
重
要
な
書
類
で
す
。
正
し
く
記
入
の

う
え
、
期
限
内
に
必
ず
提
出
し
て
く
だ

さ
い
。
提
出
が
遅
れ
ま
す
と
、
納
税
通

知
書
の
送
付
も
遅
れ
ま
す
の
で
、
期
限

厳
守
で
お
願
い
し
ま
す
。

●
提
出
期
限　
１
月
31
日（
水
）

給
与
支
払
報
告
書
の
提
出
期
限
は
、

給
与
の
支
払
い
が
あ
っ
た
年
の
翌
年
の

１
月
31
日（
水
）で
す
が
、
事
務
処
理
の

都
合
上
、
1
月
22
日（
月
）ま
で
の
提
出

に
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

●
提
出
対
象
者　

令
和
５
年
中
に
給
与
等
の
支
払
を
し

た
す
べ
て
の
従
業
員
等（
パ
ー
ト
、
ア
ル

バ
イ
ト
、
法
人
役
員
等
を
含
む
）で
す
。

●
提
出
先

給
与
支
払
報
告
書
の
提
出
先
は
、
給

与
の
支
払
い
が
あ
っ
た
年
の
翌
年
の
1

月
1
日（
今
回
は
令
和
６
年
1
月
1
日
）

現
在
の
受
給
者
の
住
所
地
の
市
町
村
で

す
。

●
個
人
別
明
細
書
に
つ
い
て

必
ず
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
、
氏
名
カ
ナ
、

生
年
月
日
を
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。
記

載
が
な
い
と
、
個
人
特
定
が
で
き
な
い

場
合
が
あ
り
ま
す
。

住
宅
借
入
金
等
特
別
控
除
な
ど
の
特　

別
控
除
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
は
、
居

住
年
月
日
、
控
除
可
能
額
、
控
除
区
分

を
正
確
に
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。
記
載

が
な
い
場
合
や
誤
っ
た
記
載
が
さ
れ
て

い
る
場
合
、
正
し
い
課
税
が
で
き
ま
せ

ん
。租

税
条
約
の
適
用
と
な
る
場
合
は
、

摘
要
欄
へ
の
記
載（
ｅ
Ｌ
Ｔ
Ａ
Ｘ
の
場

合
は「
条
約
免
除
」欄
の
チ
ェ
ッ
ク
）と
、

役
場
へ
の
届
出
の
両
方
が
必
要
で
す
。

ど
ち
ら
か
一
方
で
も
欠
け
て
い
る
場
合
、

租
税
条
約
の
適
用
が
で
き
ま
せ
ん
の
で

ご
注
意
く
だ
さ
い
。

●
役
場
へ
の
届
出
書
類

①
租
税
条
約
に
関
す
る
届
出
書（
税
務

署
に
提
出
し
た
書
類
）の
写
し（
税
務

署
受
付
印
の
あ
る
も
の
）

②
在
留
カ
ー
ド
の
写
し

③
パ
ス
ポ
ー
ト
の
写
し

●
届
出
期
限

　

３
月
15
日（
金
）

●
総
括
表
に
つ
い
て

給
与
支
払
報
告
書
を
本
村
に
提
出
す

る
際
に
は
、
本
村
か
ら
12
月
に
送
付
さ

れ
た
総
括
表（
特
別
徴
収
義
務
者
指
定

番
号
の
入
っ
た
も
の
）を
使
用
し
て
く

だ
さ
い
。
独
自
の
様
式
を
使
用
し
提
出

さ
れ
る
場
合
は
、
役
場
か
ら
送
付
さ
れ

た
総
括
表（
特
別
徴
収
義
務
者
指
定
番

号
の
入
っ
た
も
の
）を
併
せ
て
提
出
し

て
い
た
だ
き
ま
す
よ
う
お
願
い
し
ま
す
。

普
通
徴
収
者
が
い
る
場
合
は
、
役
場
か

ら
送
付
さ
れ
た
総
括
表
下
部
の
切
替
理

由
を
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

●
ｅ
Ｌ
Ｔ
Ａ
Ｘ
に
よ
る
給
与
支
払
報
告

書
の
提
出
に
つ
い
て

令
和
６
年
度
の
税
制
改
正
に
よ
り
、

特
別
徴
収
税
額
通
知（
特
別
徴
収
義

務
者
用
）の
受
取
方
法
は
、「
①
書
面

（
正
本
）を
郵
送
で
受
け
取
る
」ま
た
は　

「
②
電
子
デ
ー
タ（
正
本
）を
ｅ
Ｌ
Ｔ
Ａ

Ｘ
で
受
け
取
る
」の
ど
ち
ら
か
を
選
択

し
て
い
た
だ
く
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

従
来
の「
電
子
デ
ー
タ（
副
本
）を
ｅ
Ｌ

Ｔ
Ａ
Ｘ
で
受
け
取
る
」受
取
方
法
は
廃

止
さ
れ
、
書
面
と
電
子
デ
ー
タ
の
両
方

で
の
受
け
取
り
は
で
き
な
く
な
り
ま
す
。

ま
た
、
特
別
徴
収
税
額
通
知（
納
税

義
務
者
用
）の
受
取
方
法
に
つ
い
て
も
、

「
電
子
デ
ー
タ（
正
本
）で
受
け
取
る
」が

選
択
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。

受
取
方
法
の
選
択
は
、
ｅ
Ｌ
Ｔ
Ａ
Ｘ

に
て
給
与
支
払
報
告
書
を
提
出
す
る
際

に
シ
ス
テ
ム
上
で
行
っ
て
い
た
だ
き
ま

す
。
原
則
年
度
途
中
で
の
変
更
は
で
き

ま
せ
ん
の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

適
正
で
迅
速
な
課
税
作
業
を
行
う
た

め
、
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

個
人
住
民
税
は
特
別
徴
収
で

納
め
ま
し
ょ
う

特
別
徴
収
と
は
、
事
業
主(

給
与
支

払
者)

が
所
得
税
の
源
泉
徴
収
と
同
じ

よ
う
に
、
従
業
員（
納
税
義
務
者
）に
代

わ
り
、
毎
月
従
業
員
に
支
払
う
給
与
か

ら
個
人
住
民
税
を
差
し
引
き（
給
与
天

引
き
）し
、
納
入
す
る
制
度
で
す
。

特
別
徴
収
で
の
納
付
に
ご
理
解
と
ご

協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。
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活気・魅力・人づくりの村

償
却
資
産
申
告
書
を
提
出
し

て
く
だ
さ
い

会
社
や
個
人
の
方
が
事
業
を
営
む
た

め
に
所
有
し
て
い
る
構
築
物
、
機
械
、

工
具
、
器
具
、
備
品
等
の
固
定
資
産
を

償
却
資
産
と
い
い
、
土
地
・
家
屋
と
同

じ
く
固
定
資
産
税
が
か
か
り
ま
す
。

毎
年
１
月
１
日
現
在
本
村
に
所
在
し

て
い
る
償
却
資
産（
自
己
が
使
用
す
る

も
の
の
ほ
か
他
人
に
貸
し
付
け
て
い
る

も
の
も
含
む
）を
申
告
し
て
い
た
だ
く

こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
の
で
、
期
間
中

に
償
却
資
産
申
告
書
を
ご
提
出
い
た
だ

き
ま
す
よ
う
お
願
い
し
ま
す
。

●
提
出
期
限

　

１
月
31
日（
水
）

●
問
合
せ
先

　

総
務
部
税
務
課

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
に
つ
い
て

給
与
支
払
報
告
書
お
よ
び
総
括
表
、

償
却
資
産
申
告
書
の
提
出
の
際
に
は
、

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
の
記
載
が
必
要
で
す
。

●
法
人
の
場
合

　

法
人
番
号
を
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

（
13
桁
）

●
個
人
事
業
主
の
場
合

事
業
主
の
個
人
番
号
を
右
詰
で
記
入

し
て
く
だ
さ
い
。（
12
桁
）

個
人
事
業
主
の
方
が
提
出
す
る
場
合

は
、
事
業
主
の
個
人
番
号
と
本
人
確
認

を
行
う
た
め
、
次
の
①
と
②
両
方
の
書

類
を
提
示
ま
た
は
写
し
を
添
付
し
て
い

た
だ
く
必
要
が
あ
り
ま
す
。

①
事
業
主
の
個
人
番
号
確
認
書
類

②
事
業
主
の
本
人
確
認
書
類

※
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
で
あ
れ
ば
、

個
人
番
号
確
認
と
本
人
確
認
の
両
方

が
確
認
可
能
で
す
。

●
問
合
せ
先

　

総
務
部
税
務
課

地
方
税
の
手
続
き
は
便
利
な

ｅ
Ｌ
Ｔ
Ａ
Ｘ
を
ご
利
用
く
だ
さ
い

ｅ
Ｌ
Ｔ
Ａ
Ｘ
は
、
地
方
税
の
手
続
き

を
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
し
て
電
子
的

に
行
う
シ
ス
テ
ム
で
す
。
申
告
、
申
請
、

届
出
か
ら
納
税
ま
で
行
う
こ
と
が
で
き

ま
す
。

●
利
用
の
メ
リ
ッ
ト

・
自
宅
や
オ
フ
ィ
ス
か
ら
全
地
方
公
共

団
体
に
書
類
の
提
出
が
で
き
る
た
め
、

郵
送
コ
ス
ト
の
削
減
や
窓
口
に
出
向

く
手
間
を
省
く
こ
と
が
で
き
ま
す
。

・
ｅ
Ｌ
Ｔ
Ａ
Ｘ
に
対
応
し
た
市
販
の
税

務
・
会
計
ソ
フ
ト
で
作
成
し
た
デ
ー

タ
を
そ
の
ま
ま
送
信
で
き
ま
す
。

・
地
方
公
共
団
体
な
ど
が
共
同
し
て
運

営
す
る「
地
方
税
共
同
機
構
」が
管
理

運
営
を
し
て
お
り
、
無
料
で
利
用
す

る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

●
利
用
時
の
注
意
点

・
給
与
支
払
報
告
書
を
提
出
す
る
場
合
、

特
別
徴
収
者
指
定
番
号
と
法
人
番
号

の
両
方
を
入
力
し
て
く
だ
さ
い
。

・
償
却
資
産
申
告
書
を
提
出
す
る
場
合
、

法
人
番
号
を
入
力
し
て
く
だ
さ
い
。

・
法
人
住
民
税
申
告
書
を
提
出
す
る
場

合
、
管
理
番
号
と
法
人
番
号
を
両
方

入
力
し
て
く
だ
さ
い
。
管
理
番
号
が

わ
か
ら
な
い
場
合
は
、
役
場
か
ら
送

付
す
る
白
紙
の
申
告
書
に
印
字
さ
れ

て
い
ま
す
の
で
、
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

●
利
用
時
間　

　

午
前
８
時
30
分
～
午
前
０
時

　
（
土
曜
・
日
曜
お
よ
び
祝
日
、
12
月

29
日
～
1
月
3
日
を
除
く
）

※
毎
月
最
終
土
曜
日
お
よ
び
翌
日
の
日

曜
日
は
利
用
で
き
ま
す
。

●
問
合
せ
先

　
ｅ
Ｌ
Ｔ
Ａ
Ｘ
の
利
用
開
始
や
具
体
的

な
利
用
方
法
に
関
す
る
詳
細
に
つ
い

て
は
、
ｅ
Ｌ
Ｔ
Ａ
Ｘ
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

https://w
w

w
.eltax.lta.go.jp/

　

ま
た
、
ｅ
Ｌ
Ｔ
Ａ
Ｘ
ご
利
用
に
際
し

て
、
ご
不
明
な
点
等
ご
ざ
い
ま
し
た

ら
、
ｅ
Ｌ
Ｔ
Ａ
Ｘ
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の

「
よ
く
あ
る
ご
質
問
」を
ご
覧
く
だ
さ

い
。

確
定
申
告
に
は
、
税
務
署
か

ら
届
い
た「
確
定
申
告
書
」ま

た
は「
確
定
申
告
の
お
知
ら

せ
」が
必
要
で
す

確
定
申
告
を
し
た
こ
と
が
あ
る
方
に

は
、
1
月
下
旬
か
ら
2
月
上
旬
に
か
け

て
税
務
署
か
ら「
確
定
申
告
書
」ま
た
は

「
確
定
申
告
の
お
知
ら
せ
」が
届
き
ま
す

（
ｅ

－

Ｔ
ａ
ｘ
に
よ
り
申
告
書
を
送
信

さ
れ
た
方
を
除
く
）。
確
定
申
告
書
の

「
納
期
限
」お
よ
び「
予
定
納
税
額
」等
の

確
定
申
告
に
必
要
な
情
報
が
記
載
さ
れ

て
い
ま
す
の
で
、
大
切
に
保
管
し
て
く

だ
さ
い
。
確
定
申
告
時
に
こ
れ
ら
の
書

類
が
な
い
場
合
、
正
し
い
申
告
及
び
納

税
が
出
来
な
い
場
合
が
あ
り
ま
す
の
で
、

ご
注
意
く
だ
さ
い
。

な
お
、「
確
定
申
告
の
お
知
ら
せ
」を

送
付
す
る
方
に
は
、
青
色
申
告
決
算
書

ま
た
は
、
収
支
内
訳
書
も
送
付
さ
れ
ま

せ
ん
。
津
島
税
務
署
ま
た
は
役
場
玄
関

に
準
備
し
て
い
ま
す
の
で
そ
ち
ら
を
ご

利
用
く
だ
さ
い
。
ま
た
、
国
税
庁
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
の「
確
定
申
告
作
成
コ
ー

ナ
ー
」で
も
作
成
し
、
印
刷
す
る
こ
と
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information
も
可
能
で
す
。

※「
確
定
申
告
の
お
知
ら
せ
」が
届
く
方

は
、
ご
自
宅
等
で「
確
定
申
告
作
成

コ
ー
ナ
ー
」か
ら
申
告
書
作
成
し
書

面
に
よ
り
提
出
さ
れ
た
方
や
次
の
相

談
会
場
で
書
面
に
よ
り
提
出
さ
れ
た

方
で
す
。

・
税
理
士
会
に
よ
る
無
料
相
談
会
場

・
市
町
村
役
場
に
よ
る
相
談
会
場

・
青
色
申
告
会
に
よ
る
相
談
会
場

●
問
合
せ
先

・
確
定
申
告
書
、
確
定
申
告
の
お
知
ら

せ
、
青
色
決
算
書
、
収
支
内
訳
書
の

受
け
取
り
に
関
す
る
こ
と

　

津
島
税
務
署　

　

☎
２
６

－

２
１
６
１（
音
声
案
内
よ

り
２
番
を
選
択
し
て
く
だ
さ
い
）

・
確
定
申
告
作
成
コ
ー
ナ
ー
に
関
す
る
事

　
ｅ

－

Ｔ
ａ
ｘ
・
作
成
コ
ー
ナ
ー
ヘ
ル

プ
デ
ス
ク

　

☎
０
５
７
０

－

０
１

－
５
９
０
１

・
青
色
決
算
書
、
収
支
内
訳
書
の
受
け

取
り
に
関
す
る
こ
と

総
務
部
税
務
課

税
務
署
か
ら
の
お
知
ら
せ

●
確
定
申
告
に
つ
い
て

令
和
５
年
分
の
確
定
申
告
は
、
ス
マ

ホ
と
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
を
利
用
し

た「
ご
自
宅
等
か
ら
の
ｅ

－

Ｔ
ａ
ｘ
申

告
」を
ぜ
ひ
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

国
税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の「
確
定
申

告
書
等
作
成
コ
ー
ナ
ー
」で
は
、
画
面

の
案
内
に
沿
っ
て
入
力
・
操
作
す
る
こ

と
で
、
所
得
税
の
申
告
書
や　

青
色
申

告
決
算
書
・
収
支
内
訳
書
の
ほ
か
、
消

費
税
の
申
告
書
の
作
成
・
送
信
が
可
能

で
す
。

な
お
、
令
和
６
年
２
月
以
降
は
、
マ

イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
を
利
用
し
て
ｅ
‐

Ｔ
ａ
ｘ
で
申
告
す
る
際
、
マ
イ
ナ
ポ
ー

タ
ル
と
連
携
す
る
こ
と
に
よ
り
、
給
与

所
得
の
源
泉
徴
収
票
の
情
報
が
自
動
入

力
可
能
と
な
る
予
定
で
あ
り
、
ま
す
ま

す
便
利
に
な
っ
て
お
り
ま
す（
お
勤
め

先
か
ら
税
務
署
に
ｅ
‐
Ｔ
ａ
ｘ
等
で
提

出
さ
れ
た
源
泉
徴
収
票
が
対
象
と
な
り

ま
す
）。

ま
た
、
令
和
５
年
10
月
か
ら
開
始
し

た
イ
ン
ボ
イ
ス
制
度
に
つ
き
ま
し
て
は
、

国
税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に「
イ
ン
ボ
イ

ス
制
度
特
設
サ
イ
ト
」を
設
け
て
お
り

ま
す
。
特
設
サ
イ
ト
で
は
、
イ
ン
ボ
イ

ス
制
度
の
詳
し
い
情
報
、
イ
ン
ボ
イ
ス

制
度
に
関
す
る
説
明
会
の
案
内
、
イ
ン

ボ
イ
ス
制
度
に
つ
い
て
の
解
説
動
画

（
国
税
庁
動
画
チ
ャ
ン
ネ
ル
）や
Ｑ
＆
Ａ

な
ど
を
掲
載
し
て
い
ま
す
。
ぜ
ひ
、
ご

参
照
く
だ
さ
い
。

●
申
告
会
場
に
つ
い
て

令
和
５
年
分
の
確
定
申
告
会
場
は
、

２
月
16
日（
金
）～
３
月
15
日（
金
）ま

で
の
間
、
津
島
市
文
化
会
館
で
開
設
し

ま
す
。

（
税
務
署
の
閉
庁
日（
土
曜
・
日
曜
・

祝
日
等
）は
、
相
談
お
よ
び
申
告
書
の

受
付
は
行
っ
て
い
ま
せ
ん
。

た
だ
し
、
２
月
２５
日（
日
）に
限
り
、

確
定
申
告
の
相
談
お
よ
び
申
告
の
受
付

を
行
い
ま
す
。）

確
定
申
告
会
場
は
、
大
変
混
雑
し
ま

す
の
で
、
ご
自
宅
等
か
ら
の
ｅ
‐
Ｔ
ａ

ｘ
申
告
を
ご
利
用
く
だ
さ
い（
確
定
申

告
期
限
間
際
は
特
に
混
雑
し
ま
す
の
で
、

ご
来
場
を
お
考
え
の
方
は
、
早
期
の
ご

来
場
を
お
願
い
し
ま
す
）。

な
お
、
確
定
申
告
会
場
で
は
、
基
本

的
に
ご
自
身
の
ス
マ
ホ
で
申
告
し
て
い

た
だ
き
ま
す
の
で
、
事
前
に
マ
イ
ナ

ポ
ー
タ
ル
ア
プ
リ
を
イ
ン
ス
ト
ー
ル
す

る
と
と
も
に
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド

（
※
）を
お
持
ち
い
た
だ
く
と
申
告
書
の

作
成
が
ス
ム
ー
ズ
に
行
え
ま
す
。

（
※
）マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の
発
行

時
に
設
定
し
た
次
の
パ
ス
ワ
ー
ド
も
必

要
に
な
り
ま
す
の
で
、
ご
準
備
を
お
願

い
し
ま
す
。

・
署
名
用
電
子
証
明
書（
英
数
字
６
桁

～
16
桁
）

・
利
用
者
証
明
用
電
子
証
明
書（
数
字

４
桁
）

ま
た
、
確
定
申
告
会
場
へ
の
入
場
に

は
、「
入
場
整
理
券
」が
必
要
で
す
。

「
入
場
整
理
券
」は
、
確
定
申
告
会
場

で
の
当
日
配
付
、
ま
た
は
Ｌ
Ｉ
Ｎ
Ｅ
ア

プ
リ
を
使
っ
た
オ
ン
ラ
イ
ン
に
よ
る
事

前
発
行
の
二
つ
の
方
法
で
配
付
し
て
い

ま
す（
入
場
整
理
券
の
配
付
状
況
に
応

じ
て
、
後
日
の
来
場
を
お
願
い
す
る
場

合
が
あ
り
ま
す
の
で
ご
了
承
く
だ
さ

い
）。お

っ
て
、
ご
来
場
の
際
は
、
源
泉
徴

収
票
な
ど
の
申
告
書
作
成
に
必
要
な
書

類
の
ご
用
意
を
お
願
い
し
ま
す
。

●
問
合
せ
先

　

津
島
税
務
署　

　

☎
２
６

－

２
１
６
１


